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事業者 各位 

 

（公社）京都労働基準協会 丹後支部 

 

低圧電気の取扱業務に係る特別教育 

（開閉器の操作業務・充電電路の敷設・修理業務）の開催について 

 

労働安全衛生法では、労働者の安全と健康の確保を図るため、一定の危険有害業務に係る特別教育の制度を 

定めています。 

この特別教育の対象業務には、以下の業務が含まれます。 

１．配電盤室・変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうちで充電部分が露出している開閉器の 

操作の業務 

２．低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務 

これらの業務に労働者を就業させるときは、事業者は当該業務に係る特別の教育を行わなければないと定め 

られています。 

このたび、上記１と２について、下記のとおり特別教育を実施します。つきましては、この機会にぜひ受講 

くださいますようご案内申し上げます。 

 

記 

１ 対 象 業 務  上記１「配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうちで充電部分が 

露出している開閉器の操作の業務」 

上記２「低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務」 

※１・２とも直流・750 ボルト以下、交流・600 ボルト以下の低圧電気 

 

２ 講 習 日 時  令和７年１２月９日(火) 午前９時～午後６時２０分頃 ※受付午前 8 時４５分～ 

 

３ 講 習 会 場  野田川わーくぱる ２階 視聴覚室（与謝野町四辻１６１）敷地内全面禁煙      

 

４ 講 習 科 目  【学科】（１）低圧の電気に関する基礎知識 

（２）低圧の電気設備に関する基礎知識 

（３）低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 

（４）低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 

（５）関係法令 

【実技】（１）低圧開閉器の操作〔１時間〕 

 



５ 修了証の交付  所定の科目および時間を受講された方には修了証を交付します。 

 

６ 受 講 料 等  受講料【会 員】 ９，９００円（税込） 

              【非会員】１２，１００円（税込） 

           テキスト代        ７７０円（税込） 

※受講料等の振込後は、返金致しかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

７ 定 員  ２４名（下記の特別教育の合計） 

・低圧電気の取扱業務に係る特別教育（開閉器の操作業務限定） 

・低圧電気の取扱業務に係る特別教育（開閉器の操作業務・充電電路の敷設・修理業務） 

※各コースの人数は申込状況に応じて調整いたします。 

 

８ 申 込 方 法  【ＷＥＢ予約】 

京都労働基準協会丹後支部ホームページ「WEB 予約」からお願いします。 

支部事務所での受付・ＦＡＸ・電話受付はありません。 

丹後支部ホームページ：https://www.kyoukiren.or.jp/tango/tango.htm 

 

           【ＷＥＢ予約以外の方】 

            京都労働基準協会丹後支部ホームページから申込書を印刷し、受講申込書と 

必要書類を予約開始日以降に支部に到着するよう、郵送してください。 

申込書到着時に定員に達している場合は、受付終了となり受領できません。 

 

※申込入力・記入ミスによる修了証再発行は１枚１，６５０円必要になります。 

 

９ 受 付 期 間  令和７年１０月９日(木)午前１０時～令和７年１１月２８日(金)午後１２時まで 

 

１０ 申込・問合せ先  〒６２７－００１２ 京丹後市峰山町杉谷８６８（織物センター内） 

（公社）京都労働基準協会 丹後支部（担当：伊達 不在の場合もあります。） 

ＴＥＬ：０７７２－６２－５４９５ ＦＡＸ：０７７２－６２－５５０９ 

 

１１ そ の 他  「２．低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務」実技教育について 

            講習当日までに６時間以上の実技教育を行い、 

【別紙様式 低圧電気取扱業務特別教育実技 低圧の充電電路の敷設若しくは修理の 

業務特別教育実技実施報告書】を必ず支部事務局に提出してください。 

https://www.kyoukiren.or.jp/tango/tango.htm

